特定非営利活動法人むぎの花
令和７年度事業計画書
１　事業実施の方針

“どんな障がいをもっていても、街で爽やかな風にふれて働いて生きていく”というスローガンの下に、働き場を作ることに専心して20年がたちました。街のパン屋さん、大工さん、電気工事屋さん達の“つれつながり”そして、街の方々や企業の皆様方の支援のおかげで、21年目を迎えていますことに心から感謝いたします。
事業の大きな柱である障害者総合支援法の下での障害者就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型の多機能型）は１４年目となります。
ここ数年多方面にわたり障がい福祉サービスの改革がされています。就労支援サービスを受けつつ民間企業で就労をする「短時間就労制」、就労支援サービス対象者年齢枠の拡大、そして、令和7年10月から当事者の就労先の希望や特性、スキルにあった就職先を支援をする就労選択支援が始まる予定で、制度の変化に注視しつつ運営をして参ります。

また、毎年の最低賃金アップに対する対策、保健衛生面と災害対策面における事業継続計画（Business Continuity Plan）の充実と、改正食品衛生法に対する法令順守を責任を持って実施してまいります。
なかでも最低賃金アップそして、同列に考えていくべきB型工賃アップは、むぎの花就労継続支援をベースに、ものづくりの仕方や、営業の仕方、A型事業とB型事業とでシナジー効果を強みとしていくことを職員全員で議論しつつ進めてまいります。
令和6年1月4日、能登地方の地震から、災害時における障がい者施設の状況や個々人の生活実態を知ったこと、新型コロナウィルス状況は「５類」ということ等を念頭において、感染症発生時と自然災害時の事業継続計画を年々充実させて、演習計画を実施し設備面も充実させていきます。また、地域と連携したプランも市や地域の方々に相談していくことも重要な課題として位置づけてまいります。
これらの基本的なことを充実させつつ、障がい者就労継続支援事業所むぎの花は、「お客様に喜ばれるものを作って」「働く」ことが、人を育て自立につながるという今までの実績とその信念のもとに進めて参ります。そして、毎年消費税・地方消費税・地方法人税・都道府県民税・市町村民税を誇りをもって納税者であり続けるという２０年前の仲間の思いを大切にしてまいります。
Ａ型事業は、高度な発酵食品を作るベーカリー技術をご利用者の技術で進められるよう支援していきます。このことが心身の安定と自立につながるという経験の下に進めて参ります。

今秋には最低賃金はさらにアップの予定、そしてご利用者への社会保険の適用などが国の課題として挙げられています。なかなか困難なことですが、地道な努力と、積み重ねを覚悟していきます。
昨年度に継続して、厚労省通知は、Ａ型⇒「１、労働時間（をより長く）２，前年度生産活動の収支状況　３．多様な働き方　４，職員の支援力向上　４，地域連携活動（行政や地元企業と連携した商品開発や販売の取り組み）５．経営改善計画６、利用者の知識及び能力向上の支援取組」という基本報酬についての評価基準となっています。ご利用者の希望や能力のもとでの改善計画を進めてまいります。
自然農法に取り組んでいるB型の体にやさしい野菜を活かしたパン屋」、主食の一端を担う食品作りを一貫して継続してきた」強みをさらに強化していきたいと考えています。
「カフェ」事業は、ランチメニューの改善３年目となり、あかれないよう更なるメニュー改善や、午後の客席の稼働率課題としてケーキセットや季節感のある飲み物など　ご利用者が主体となって進められるよう仕事分担表をより充実して進めていきます。

Ｂ型事業もまた、昨年度に続き基本報酬について厚労省通知は「１，平均工賃月額（1万円以上というボトムアップ）２，ご利用者の多様な働く意欲に応えつつ地域と協働した取り組み等の視点で評価されます。この意味を熟知して進めて参ります。
主軸である農副連携事業では、豊明市農地バンク制度の利用などで、畑地が200㎡から９00㎡となりました。自然農法を地道に習得し自家生産の規模を拡大します。昨年度、食品衛生法改正に則った作業室改善を進めました。小規模生産者が生産できる加工品を地道に開発し、昨年に続き、努力の年となります。
手織り事業は、織りたいご利用者が増えました。昨年度から引き続き、市内の喫茶店様、また豊明市ふるさと納税品として、さらに他社会福祉法人様の「おかげ横丁出品事業」に商品を出品させていただき、工夫を重ねて工賃アップに繋げる努力をいたします。
また、内職作業は、単価が低いのですが、昨年度は地道に高い実績をあげました。あせらず、単価のいい仕事の確保も意識して進めていきます。
平成２５年より施行されている障害者優先調達法に基づく行政からの仕事も、市内の事業者とともに携われるよう希望をもって開拓していけたらと考えています。
ＩＴ環境も少しずつ改善し、職員のＩＴ技術は年々アップしてきています。様々な講習もＺｏｏｍ等で実施されることが多くなっています。有効活用していきたいと考えています。引き続き、職員のIT技術アップ、「研修補助金制度」の活用、ケース検討会等の充実を図っていきます。
会報誌Medaka年３回、毎回４００部発行し情報発信力は大きく、読者からの寄付者もあり、感謝いたしています。特にホームページとSNSの充実も引き続き務めて参ります。
当法人において、ボランティア様の存在感は目を見張るものがあります。法人の客観性を高めるためにも、ご利用者のお話し相手としても、そして地域に開かれた存在であるためにもたいせつな存在で、心より感謝いたしています。
２　事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業

ア　障がい者雇用事業

障がい者が正社員となることをご希望された場合、実現にむけて努力を継続します。
イ　相談事業

（ア）事業内容

　障がい者の就労に関する随時の相談

（イ）実施予定日時

　随時

　（ウ）実施予定場所

　　　　当事務所

　（エ）従事者の予定人数

　　　　職員など４名

　（オ）受益者の予定人数

障がい児・者とその保護者多数

（カ）収入見込み額

　　　　０（千円）

（キ）支出見込み額

　　 ０（千円）

ウ　障がい者とともに行うボランティア事業

（1） 事業内容

事業所周辺の道路の清掃。

（イ）実施予定日時

随時
　（ウ）実施予定場所

　　　むぎの花A型、B型事業所
　（エ）従事者の予定人数

　　　職員など３名と障がい者数名

　（オ）受益者の予定人数

一般市民多数
　（カ）収入見込み額

　　　０（千円）

　（キ）支出見込み額

　　　０（千円）

エ　障がい者の芸術文化啓発事業

（ア）事業内容

　愛知県や豊明市開催の芸術展に出品し、市民の方々に表現することで繋がる経験をしていく。
（2） 従事者の予定人数
　　ご利用者10名
（3） 収入見込み額
０（千円）

　 (エ)　支出見込み額
　　　0（千円）

　オ　障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業

（ア）事業内容

　　　障害者総合支援法の下での就労継続支援Ａ型事業とＢ型事業を行う。Ａ型事業の中核はパンの「製造」「販売」「喫茶」である。またＢ型事業は、農業や織物をコンセプトにした店舗運営を軌道にのせ、また軽作業開拓をして工賃向上をはかっていく。
就労継続支援事業所として、労働の習慣性、完成度、人間関係調整力、実社会で生きていく力をつけられることを強く意識したサービスを提供する。
（イ）実施予定日時

　　　令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで

　（ウ）実予定場所

　　　就労継続支援事業所「むぎの花」

　　　豊明市間米町純堀１８２０（Ａ型）

　　　豊明市間米町純堀１８２１（Ｂ型）
（エ）従事者の予定人数

　障害のある利用者２０名

（オ）収入見込み額

　Ａ型　４５，０００（千）円

　Ｂ型　２３，６００（千）円

（カ）支出見込み額

　Ａ型　４０，０００（千）円

　Ｂ型　１９，０００(千) 円
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